
やむを得ない理由により、窓口に来られない場合、親族等が代理人として、運転免許証等の申請取消の手続きができます。

～申請時に委任状の提出のほか、申請者本人に対して電話で返納の意思確認を行います～

①　申請者が「委任状」を記載します。

　委任状は、申請場所で交付またはホームぺージか

らダウンロードして下さい。

②　代理人が「委任状」を提出します。

③　代理人の身分確認を行います。

④　申請者本人に対し、返納の意思確認を行います。

申請者本人に連絡を取っていただきますので、必ず

電話で確認が取れる方がお越しください。

※　電話確認が取れない場合は、受理できません。

※　審査の結果、受理できない場合があります。

⑤　代理人が申請書を記載します。

　運転経歴証明書等の申請には、手数料、写真が必

要です。

西部運転免許センター、警察署、広域交番は後日交

付となります。

運転経歴証明書等の申請運転免許証等の取消

運転経歴証明書等の交付

代理人による運転免許証等自主返納（申請による取消）

申請に係る委任状の作成

代理申請（申請当日）


